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誘導施設(案)の検討 

1.誘導施設とは 

誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能施設を設定するものであり、各

都市機能誘導区域に必要な施設を設定します。 

２．国の手引に基づく誘導施設のイメージ 

誘導施設の設定にあたっては、新たに立地誘導することで生活利便性を向上させる施設のほか、既

に都市機能誘導区域内に立地しており、今後も必要な機能の区域外への転出・流出を防ぐために設定

することも考えられます。 

立地適正化計画の手引き【基本編】（R7.4）では、誘導施設として設定することが望ましい施設とし

て以下の施設が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 立地適正化計画の手引き  

機能 中心拠点 地域・生活拠点 

行政機能 

▪中枢的な行政機能 
例：本庁舎 

▪日常生活を営む上で必要となる行政
窓口等 
例：支所、福祉事務所等の各地域事務所 

介護福祉 
機能 

▪市町村全域の住民を対象とした高齢
者福祉の指導・相談の窓口や活動の拠
点となる機能 
例：総合福祉センター 

▪高齢者の自立した生活を支え、又は
日々の介護、見守り等のサービスを受
けることができる機能 
例：地域包括支援センター、在宅系介護
施設、 コミュニティサロン等 

子育て 
機能 

▪市町村全域の住民を対象とした児童
福祉に関する指導･相談の窓口や活動
の拠点となる機能  
例：子育て総合支援センター 

▪子どもを持つ世代が日々の子育てに
必要なサービスを受けることができる
機能 
例：保育所、こども園、児童クラブ､子育
て支援センター､児童館 等 

商業機能 

▪時間消費型のショッピングニーズ等、
様々なニーズに対応した買い物、食事
を提供する機能 
例：相当規模の商業集積 

▪日々の生活に必要な生鮮品、日用品等
の買い回りができる機能 
例：延床面積●㎡以上の食品スーパー 

医療機能 

▪総合的な医療サービス（二次医療）を
受けることができる機能 
例：病院 

▪日常的な診療を受けることができる
機能 
例：延床面積●㎡以上の診療所 

金融機能 

▪決済や融資等の金融機能を提供する
機能 
例：銀行、信用金庫 

▪日々の引き出し、預け入れなどができ
る機能 
例：郵便局 

教育・文化
機能 

▪住民全体を対象とした教育文化サー
ビスの拠点となる機能 
例：文化ホール、中央図書館 

▪地域における教育文化活動を支える
拠点となる機能 
例：図書館支所、社会教育センター 

 

資料２-２ 
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３．誘導施設の検討フロー 

誘導施設について、以下の検討フローを基に設定します。 

 

≪誘導施設の検討フロー≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STEP３ 誘導施設の候補を分類 

「拠点に集約・充実することが求められる施設」と「その他の施設」に分類 

 

STEP２ 誘導施設の候補を整理 

立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）に示されている誘導施設のイメージ、各拠点に求められ

る都市機能施設の方向性、本市の施設の立地状況、市民アンケート調査の結果を踏まえ、誘導施設の

候補となる都市機能施設を整理 

 

STEP1 各拠点に求められる都市機能施設の方向性の整理 

中心拠点、地域・生活拠点に求められる都市機能施設の方向性の確認 

 

新規立地 
立地 
維持 

誘導施設の候補 

誘導施設に指定（拠点ごと） 

都市再生特別措置法第 81 条第 2項第 3号 

新規誘導を図る 
都市機能誘導区域内に 
既に立地している場合 

その他の施設 

 

拠点に集約・充実することが 
求められる施設 

誘導施設の設定 
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４．各 STEPの詳細 

STEP１ 各拠点に求められる都市機能施設の方向性の整理 

◆都市計画マスタープランに示す方向性 

都市計画マスタープランの将来都市構造では、都市機能施設について以下のとおり示されています。 

鉄道駅をはじめとした公共交通の拠点地域を、商業・文化・行政サービス等の機能が集積した賑わいの

ある交流拠点となるよう本市の都市核と位置づけ、それぞれの地域特性を活かした市街地形成を図り

ます。 

 

◆まちづくりの方針（方針 1 都市機能の誘導） 

上記のような都市計画マスタープランの位置付けや現況・課題を踏まえ、本計画におけるまちづくり

の方針（方針 1 都市機能の誘導）を以下のとおり設定しました。 

・久喜市を代表する中心的な拠点では、公共施設の再配置や官民連携等による複合施設などの高次都市

機能、テレワークに対応した業務機能など、多様な機能の維持・充実を図ることにより、都市の魅力を

高めます。 

・地域の核となる拠点では、商業・医療など日常生活を支える都市機能の維持・充実を図るとともに、ま

ちづくりプロジェクトの推進等により、地域の魅力を高めます。 

 

STEP２ 誘導施設の候補を整理 

以下の視点により、誘導施設の候補を整理しました。 

・立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）に示されている誘導施設のイメージ 

・各拠点に求められる都市機能施設の方向性 

・本市の施設の立地状況（現況分析・課題の整理） 

・市民アンケート調査の結果（地域にないと困る施設） 

≪誘導施設の候補≫ 

機能 施設名 

A.行政 市役所、行政センター 

B.医療 病院、診療所 

C.高齢者福祉 地域包括支援センター、通所系施設、訪問系施設、小規模多機能施設 

D.商業 大規模小売店舗、スーパーマーケット、コンビニエンスストア 

E.子育て 子育て支援センター、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育園 

F.教育 小学校、中学校、高等学校、専門学校 

G.金融 銀行、信用金庫、労働金庫、郵便局 

H.文化 会館、コミュニティセンター、集会所、図書館、資料館 

I.業務 業務施設 

J.その他 高次都市機能（複合施設（A～Iの機能を複数持つ施設）） 

 
誘導施設の 
候補 

中心拠点⇒A～J        地域・生活拠点⇒A～H 
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STEP３ 誘導施設候補の分類 

誘導施設の候補を以下の考え方をもとに、「拠点への集約・充実が求められる施設」と「その他の施

設」に分類します。 

 

誘導施設候補 分類の考え方 

拠点への 
集約・充実が 
求められる
施設 

その他の 
施設 

行
政 

市役所 
拠点周辺に立地しておらず、現在の建物の増
築を予定している 

 〇 

行政センター 
地域単位での利用が想定されるため、市内
各地域にバランスよく立地していることが望
ましい 

 〇 

医
療 

病院 
広域からの利用が見込まれるため、拠点に立
地していることが望ましい 

〇  

診療所 
（内科又は外科を含む） 

市民にとって身近な医療施設であるため、市
内各地域に分散して立地していることが望ま
しい 

 〇 

高
齢
者
福
祉 

地域包括支援 
センター 

高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を
送ることを支える拠点として配置すること
が、久喜市高齢者福祉計画・第 9期介護保険
事業計画に位置付けられている 

 〇 

通所系施設 

日常的な利用が想定されるため、市内に分
散して立地していることが望ましい 

 〇 訪問系施設 

小規模多機能施設 

商
業 

大規模小売店舗 
広域的な集客力を持つ施設のため、拠点に
充実していることが望ましい 

〇  

スーパーマーケット 拠点に充実していることが望ましい 〇  

コンビニエンスストア 
日常的な利用が想定されるため、市内に分
散して立地していることが望ましい 

 〇 

子
育
て 

子育て支援センター 
地区単位で配置することが、久喜市公共施設
個別施設計画に位置付けられている 

 〇 

保育所 
子育て世代を支える施設であるため、通勤
等で利用しやすい交通利便性の高い拠点に
充実していることが望ましい 

〇  認定こども園 

小規模保育園 

幼稚園 
預かり時間が短いことから、市内各地域に分
散して立地していることが望ましい 

 〇 
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誘導施設候補 分類の考え方 

拠点への 
集約・充実が 
求められる
施設 

その他の 
施設 

教
育 

小学校 地域単位で配置することが、久喜市公共施
設個別施設計画に位置付けられている 

 〇 
中学校 

高等学校 既存の施設配置に委ねる  〇 

専門学校 既存の施設配置に委ねる  〇 

金
融 

銀行 

日常生活における入金・出金等のほか、決
済、融資等の窓口業務に対応する施設とし
て、拠点に充実していることが望ましい 

〇  
信用金庫 

労働金庫 

郵便局 

文
化 

会館 
1か所に集約することが、久喜市公共施設個
別施設計画に位置付けられている 

 〇 

コミュニティセンター 
地域単位で配置することが、久喜市公共施
設個別施設計画に位置付けられている 

 〇 

集会所 

地域単位で立地していることが望ましい。 
※市が保有する施設は廃止することが、久
喜市公共施設個別施設計画に位置付けられ
ている 

 〇 

図書館 
地区単位での配置を維持しつつ、他施設へ
の複合化を基本とすることが、久喜市公共
施設個別施設計画に位置付けられている 

 〇 

資料館 
現状の配置を維持しつつ、他施設への複合
化を基本とすることが、久喜市公共施設個
別施設計画に位置付けられている 

 〇 

業
務 

コワーキングスペース、
シェアオフィス 

多様な働き方に対応し、市内外問わず広域
的な利用が見込まれる 

〇  

そ
の
他 

高次都市機能 
（複合施設） 

広域的な集客が見込まれる 〇  
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５．誘導施設の設定 

「拠点への集約・充実が求められる施設」を本市の誘導施設とし、都市機能誘導区域への誘導または維持

を図ります。「新規立地」、「立地維持」の分類は、各施設の都市機能誘導区域内の立地状況を考慮し以下の

とおり分類しました。 

○：新規立地 ◆：立地維持 

施設 

都市機能誘導区域 

中心拠点 地域・生活拠点 

久喜駅 
周辺 

鷲宮駅 
周辺 

東鷲宮駅
周辺 

栗橋駅 
周辺 

南栗橋駅
周辺 

モラージュ
菖蒲周辺 

医
療 

病院 ◆ 〇 ◆ 〇 〇 〇 

商
業 

大規模小売店舗 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

スーパーマーケット ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

子
育
て 

保育所 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 〇 

認定こども園 ◆ ◆ 〇 〇 〇 〇 

小規模保育園 ◆ 〇 〇 ◆ 〇 〇 

金
融 

銀行、信用金庫、 
労働金庫、郵便局 

◆ ◆ ◆ ◆ 〇 〇 

そ
の
他 

コワーキングスペース、 
シェアオフィス 

〇 ― ― ― ― ― 

高次都市機能 
（複合施設） 

〇 ― ― ― ― ― 
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【参考】高次都市機能（複合施設）のイメージ 

（１）シリウス（神奈川県大和市） 

図書館を中心に芸術文化ホール、生涯学習センター、屋内こども広場が入った複合施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大和市文化創造拠点シリウス HP 

 

（２）エンクロス（宮崎県延岡市） 

駅の待合、市民活動の場、キッズスペース、読書の場（蔦屋書店と閲覧用の図書資料）、カフェ（スターバ

ックスコーヒー）、地域情報拠点という６つの複合機能を持った施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：エンクロス HP 

1階 

待合スペース、情報発信スペース、市民活動スペース、キッ

チンスペース、キッズスペース、トイレ、カフェ（スターバック

スコーヒー）、書店（蔦屋書店）、地域特産品販売 

２階 

図書閲覧スペース（約 2 万冊）、待合スペース、市民活動ス

ペース、トイレ、書店（蔦屋書店） 


